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PIck Up

■民生委員・児童委員とは？
　民生委員・児童委員は福祉に関する身近
な相談役です。厚生労働大臣から委嘱され
た非常勤の公務員で、地域福祉を担うボラ
ンティアとして、全国で約23万人が活動
しています。
　安中市では市内を12地区に分け、地区
ごとに活動を行っており、全体で165人が
活動しています。

　地域住民の一員として、担当区域で高齢
者や障害者の安否確認や見守り、子どもへ
の声掛けなどを行っています。
　また、医療や介護の悩み、妊娠や子育て
の不安、経済的困窮による生活上の心配ご
となどの相談に応じ、福祉サービスの情報
提供も行っています。

■主任児童委員とは？
　民生委員・児童委員のうち、特に子ども
がいる家庭に関する福祉を専門に担当して
います。原則として区域を直接担当せず、
個別の案件について当該区域を担当する民
生委員・児童委員と連携し、対応します。
　安中市では各地区に2人ずつ所属し、全
体で24人の主任児童委員が活動していま
す。

　相談内容に応じ、必要な支援
が受けられるよう、地域の専門
機関へのつなぎ役になります。
　ただし、つなぐためにはある
程度の知識や情報も必要であ
り、適切な支援に結びつけるた
め、つなぎ先の判断も重要です。そのため、民生委員・児童
委員は各地区で行われる定例会や、各団体が主催する研修会
に参加することで、日ごろから自己研さんに努めています。

■秘密は守ります
　 民 生 委 員 法 第
15条は「民生委
員は、その職務を
遂行するに当たっ
ては、個人の人格
を尊重し、その身
分上に関する秘密を守り、人種、
信条、性別、社会的身分又は門地
によって、差別的又は優先的な取
扱をすることなく、且つ、その処
理は、実情に応じて合理的にこれ
を行わなければならない」と定め
ています。つまり、民生委員・児
童委員は職務上知りえた情報を漏
らしてはいけない義務がありま
す。安心してご相談ください。

■問 安中市民生委員児童委員協議会
【事務局】
□本 福祉課社会福祉係

（☎内線1153）
□松 住民福祉課福祉子ども係

（☎内線2154）

5月12日（日）～18日（土）は
民生委員・児童委員の活動強化週間です

担当区域内の実情を把握し、地域住民に対し適切に
相談・援助を行います役割■検査内容

基本的な健診項目（必須項目）

身体計測

尿検査

血圧

血中脂質検査

肝機能検査

血糖検査

診察
詳細な健診項目（医師が必要とした人のみ）

腎機能検査

貧血検査

心電図検査
眼底検査

・身長
・体重
・腹囲
・BMI
・糖
・蛋白
・収縮期血圧
・拡張期血圧
・中性脂肪
・HDL－コレステロール
・LDL－コレステロール
・AST（GOT）
・ALT（GPT）
・γ－GT（γ－GTP）
・空腹時血糖
・ヘモグロビンA1c

・クレアチニン
・eGFR
・赤血球数
・血色素量
・ヘマトクリット

■民生委員・児童委員はこんな活動をしています
見守り訪問

登校時のあいさつ運動

　「地域と行政の“つなぎ役”」とし
て、ひとり暮らしの高齢者宅を中心
に見守り訪問をしています。

　地域コミュニケーション活性化の
ため、定期的に登校時のあいさつ運
動を行い、明るく安心な地域づくり
に取り組んでいます。

ふれあい・いきいきサロンの運営（協力）

　高齢者のための地域交流の場であ
る「ふれあい・いきいきサロン」の
運営や協力などをしています。

　毎年10～11月に乳幼児がいる世帯
を訪問し、子育てに役立つ情報を届
けるとともに、育児相談を受けてい
ます。

乳幼児宅訪問事業
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□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝スポーツセンター

PIck Up

■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113）、医療年金係（☎内線1118）

特定健診・後期高齢者健診のお知らせ 5月12日は
「民生委員・児童委員の日」

 健診対象者に、受診票・受診券と「健診の日程と
受診方法」のチラシ、尿容器を同封した封筒を5月
下旬に郵送します。
 健診の結果から、生活習慣病の発症リスクの高い
人などには生活習慣を見直す支援（特定保健指導）
などを実施します。
　
■対象者　
　安中市の人間ドックを申し込んでおらず、下記の
いずれかに該当する人
①40歳～74歳で安中市国民健康保険に加入してい
る人
②65歳～74歳で後期高齢者医療保険に加入してい
る人
③75歳以上の人
④生活保護を受給している人
※対象者のうち、勤務先で健診を受けた場合は、本
健診を受診する必要はありません。健診結果を□本 国
保年金課または□松 住民福祉課までお知らせください
　
■受診方法
　「個別健診」または「集団健診」のいずれかで受
診してください。健診内容は同じです。同封の案内
で詳細を確認してください。
■￥ 無料
※約7,000円以上の健診を年1回、無料で受けられ
ます
　
■個別健診
　同封の案内に記載した市内の指定医療機関で受診
してください。結果は医療機関から郵送します。
■期 6月～11月
■持 ①受診する人の保険証
   ②健康診査受診票・受診券
※休診日は、各医療機関にお問い合わせください
※医療機関により予約が必要な場合があります
　
■集団健診
　同封の案内に記載の日程で受診してください。居
住地区以外でも受診できます。結果は市から郵送し
ます。
■期 8月～10月
■時 午前中のみ
■持 ①受診する人の保険証（紙の保険証）
　②健康診査受診票・受診券
　③採尿した尿容器

■注意事項
①朝食を食べずに受診してください
②以下の場合、全額自己負担となるので注意してく
ださい
・個別健診と集団健診を重複受診した場合
・安中市で助成する人間ドックと重複受診した場合
・受診時に安中市国民健康保険の資格がない場合
　（例：市外に転出、社会保険に加入など）
　
■その他
・4月1日以降に安中市国民健康保険・群馬県後期
高齢者医療制度に加入した人で、受診を希望する場
合は問い合わせてください。
・加入する保険が安中市国民健康保険・群馬県後期
高齢者医療制度以外の人は、加入先保険に問い合わ
せてください。


